
電子契約対象案件の流れ（工事）

案件公表から契約方法の選択まで

入札案内書または告示文に電子契約対象案件であること記載します。

配付図書と併せて「電子契約利用申出書」を配布します。

落札決定後、電子契約を希望するか確認します。

「電子契約利用申出書」を

目黒区契約課へメールで提出

での締結を希望する場合
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目黒区契約課へ電話連絡

電子契約 での締結を希望する場合紙



電子契約対象案件の流れ（工事）

 契約案件の案件名  受付番号

 事業者名

 所在地

 代表者名

 メールアドレス

 役職・氏名

 商号又は名称

落札決定 「電子契約利用申出書」に記入
目黒区契約課まで

電子メール

案件名 事業者の基本情報 担当者等の情報

記入のポイント

「電子契約利用申出書」提出までの流れ

での締結を選択した場合電子契約



電子契約対象案件の流れ（工事）

契約案件ごとに「電子契約利用申出書」が必要です。

 契約担当者が案件ごとに異なることを考慮し、

案件ごとの提出としています。

「契約締結権限者」は契約書の代表者のことです。

 契約書に記載される方の役職・氏名をご記入ください。

 メールアドレスは個人アドレスでも、会社の代表アドレス等でも

問題ありません。

 契約担当者と契約締結権限者のメールアドレスは

必ず別のアドレスをご記入ください。

「電子契約利用申出書」の提出及びその応答をもって、建設業法施行令第５条の

５第１項の規定による「電磁的措置の種類等の提示」及び「その承諾」とします。

類似規定のある他の法令が適用される契約においても、同様とします。

「電子契約利用申出書」作成時の注意点



電子契約対象案件の流れ（工事）

契約書をアップロード 確認依頼

契約締結までのフロー図

目黒区契約課

契約担当者

契約締結権限者

目黒区契約課

契約締結

契約書を確認 書類の内容に同意して確認

契約書を確認 書類の内容に同意して確認

最終確認 内部決裁後に承認処理

電子署名が付与された契約書データが各アドレスに自動送信

契約書データを保管



注意点

提出方法の詳細は目黒区契約課から案内します。

電子で完結する書類は 契約書のみ です

契約書以外の書類は、原則紙媒体での提出となります

（例）配置予定監理技術者等届出書 など
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